
大 阪 府 議 会 規 則 第    号  

大 阪 府 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 案 ）  

 大 阪 府 議 会 会 議 規 則 （ 平 成 三 年 大 阪 府 議 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

  

（ 委 員 長 の 報 告 ）  

第 三 十 九 条 （ 略 ）  

２ 委 員 長 は 、 前 項 の 報 告 を 委 員 会 の 議 決 に よ り

副 委 員 長 に 委 任 す る こ と が で き る 。  

３ 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 議 会 の 議 決 に よ

り 、 又 は 議 長 に お い て 委 員 会 の 報 告 書 を 配 布

し 、 若 し く は 朗 読 し た と き は 、 省 略 す る こ と が

で き る 。  

４ （ 略 ）  
 

（ 指 定 者 以 外 の 退 場 ）  

第 百 一 条  秘 密 会 を 開 く 議 決 が あ っ た と き は 、 議

長 は 、 傍 聴 人 及 び 議 長 の 指 定 す る 者 以 外 の 者 を

議 場 及 び 傍 聴 席 の 外 に 退 去 さ せ な け れ ば な ら

な い 。  
 

（ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 通 知 等 ）  

第 百 二 十 五 条 の 二 （ 略 ）  

２ ・ ３ （ 略 ）  

４  第 一 項 又 は 第 二 項 の 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使

用 す る 方 法 に よ り 行 わ れ た 通 知 は 、 当 該 通 知 を

受 け る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ

た フ ァ イ ル へ の 記 録 が さ れ た 時 （ 第 十 九 条 、 第

三 十 九 条 第 三 項 、 第 八 十 九 条 第 一 項 、 第 九 十 条

第 一 項 及 び 第 百 二 十 一 条 の 規 定 に よ る 議 員 に

対 す る 通 知 に あ っ て は 、 当 該 フ ァ イ ル へ の 記 録

が さ れ た 時 又 は 議 会 等 が 、 当 該 通 知 を 受 け る 者

が 当 該 通 知 を す べ き 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、

磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す

る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ

て 、 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 除 く 。 ） に よ る

情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 次 条 に お

い て 同 じ 。 ） に 記 録 さ れ て い る 事 項 を 議 長 が 定

め る 方 法 に よ り 表 示 を し た も の の 閲 覧 若 し く

は 当 該 事 項 に つ い て 当 該 通 知 を 受 け る 者 の 使

用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル へ

の 記 録 を す る こ と が で き る 措 置 を と っ た 時 の

い ず れ か 早 い 時 ） に 当 該 通 知 を 受 け る 者 に 到 達

し た も の と み な す 。  

（ 委 員 長 の 報 告 ）  

第 三 十 九 条 （ 略 ）  
 
 

２ 前 項 の 報 告 は 、 議 会 の 議 決 に よ り 、 又 は 議 長

に お い て 委 員 会 の 報 告 書 を 配 布 し 、 若 し く は 朗

読 し た と き は 、 省 略 す る こ と が で き る 。  
 

３ （ 略 ）  
 

（ 指 定 者 以 外 の 退 場 ）  

第 百 一 条  秘 密 会 を 開 く 議 決 が あ っ た と き は 、 議

長 は 、 傍 聴 人 及 び 議 長 の 指 定 す る 者 以 外 の 者 を

議 場 の 外 に 退 去 さ せ な け れ ば な ら な い 。  
 
 

（ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 通 知 等 ）  

第 百 二 十 五 条 の 二 （ 略 ）  

２ ・ ３ （ 略 ）  

４  第 一 項 又 は 第 二 項 の 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使

用 す る 方 法 に よ り 行 わ れ た 通 知 は 、 当 該 通 知 を

受 け る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ

た フ ァ イ ル へ の 記 録 が さ れ た 時 （ 第 十 九 条 、 第

三 十 九 条 第 二 項 、 第 八 十 九 条 第 一 項 、 第 九 十 条

第 一 項 及 び 第 百 二 十 一 条 の 規 定 に よ る 議 員 に

対 す る 通 知 に あ っ て は 、 当 該 フ ァ イ ル へ の 記 録

が さ れ た 時 又 は 議 会 等 が 、 当 該 通 知 を 受 け る 者

が 当 該 通 知 を す べ き 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、

磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す

る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ

て 、 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 除 く 。 ） に よ る

情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 次 条 に お

い て 同 じ 。 ） に 記 録 さ れ て い る 事 項 を 議 長 が 定

め る 方 法 に よ り 表 示 を し た も の の 閲 覧 若 し く

は 当 該 事 項 に つ い て 当 該 通 知 を 受 け る 者 の 使

用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル へ

の 記 録 を す る こ と が で き る 措 置 を と っ た 時 の

い ず れ か 早 い 時 ） に 当 該 通 知 を 受 け る 者 に 到 達

し た も の と み な す 。  
  


